
阪神・淡路大震筑について

1.栂対耀(気新発表)

(I) 発生年月 H 平成7年1月 17日5時46分ころ

(2) 震源地 淡路島

(3) 震源の深さ 16km 

(4) 規 模 マグニチュード7. 2 

2.各1M震凌(気豹T発表)

震度 6 神戸、初体

5 京都、彦根、豊岡

平成12年1月14日

国土庁防災局

4 岐阜、四日市、上野、福井、敦賀、津、和歌山、姫路、舞鶴、大阪、高松、向山、

徳島、津山、多度津、鳥取、福山、高知、境、呉、奈良

3以下は賂

(現地調査によって神戸市等阪神地域及。淡路島の北部の一部で震度7判定)

3.被害・復閥XJ.兄等*殺害状況等については、引き続き調査中である。

(I)消防庁調べ(平成12年1月11日現在)

区 分 単位 被 害 数 区 分 単位 被 害 数

死 者 人 6， 432 公 共 建 物 棟 865 

行方不明者 人 3 その他建物 棟 3， 983 

負 重 傷 人 8， 782 道 路 箇所 10， 069 

傷 軽 傷 人 35， 010 

者 計 人 43，792 

全 壊 棟 104，906 

住被 半 壊 棟 144， 272 

家害 一部破損 棟 263， 702 

~ I ，棟 512，880 

※死者については、いわゆる関連死による死者912名を含む。

(2)ライフライン関係

①水道関係[厚生省調べ)

地震直後には約130万戸が断水。復i日は完了。
②電気関係(通商産業省調べ)

地震により約100万戸が停電、 1月23日15時関西電力紛管内全域で応創差電の体制が

整い停電解消。

※停電回避動間町の停電戸数も含めると、主躍直後には一時的に約260万戸が停電。

③ ガス関係 G薗商産業省調べ)

4月 20日までに、不在需要家等を除き、導管もしくはボンべによるガス供給を再開。

④通信関係(郵政省調べ)

・加入者電話・専用回線の障害については、家屋の倒壊によるものを除き復旧0

・・移動無線榔84，500台を無償貸与、衛星通信用地球局20台を無償貸与6
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(3) 交通関係

①鉄道関係 t運輸省調べ)

-新幹線

地震発生当日中に運行再開しなかった区間l士、京都・岡山間219キロ。 4月8日の初電よ

り新大阪・姫路間の運行を再開したことにより、全線開通した。

・在来線

地震発生当日中に運行再開しなかった区間は、 JR123キロ。民鉄296キロ。

8月23日の初電より全面開通した。

②道路関係(建設省調べ)

主要道路の復旧状況(平成8年9月30日現在)

地震発生直後、高速自動車国道、阪神高速道路、直轄国道で、 27路線36区間あった交通

止め区間については、平成B年9月30日に3号神戸線武庫川ト深江聞を復旧したことにより

全て復旧完了。

③港湾関係(館離、調べ)

神戸港をはじめ兵庫県、大阪府、徳島県の24港で被害が生じた。特に、神戸港ではポート

アイランド地区、六甲アイランド地区を中心に壊樹枕被害が生じた。このため、被災直後か

ら鋭意復旧事業等を推進してきた結果、神戸港等被災した港湾の復旧工事はほぼ完了し、平成

8年度内で港湾機能を回復。また、この結果、神戸港では、震災前の平成6年の実績と比較し、

平成8年には貨物量は約日割、入港隻数及び貿易額では9害lを超える状況。さらに、平成8年

4月15日に我が国初の水深15mの高規格コンテナ埠頭2パースが供用されたのをはじめ、

iiUl震強化岸壁、東部臨海部地区の防災拠点及び港島トンネルの整備等を抱輩。

4.蜘靴D対芯
(1)非常災害対策本部等

Q)j事1回(l月 17日) ・被害の把渥 ・行方不明者の救出 ・早期応急復旧

G激府調査団の派遣(1月 17 日~18 日) 国土庁長官を団長とする 15省庁で構成

③第2回 (1月18日) 行方不明者の救出、早期消火等17項目を決定

@沸3回(l月 23日) 分野別の非常災害対策の推進

(2)地震対策関係閣僚会議(1月 18日)

-被災者救助態勢の整備 ・医療物資、医者の確保などの緊急刻策

(3)緊急対策本部 (1月 19日閣議決定により設置、 4月28日閣議決定により廃止)

G沸 1図(1月 19日) ・本部の設置 ・ヘリコプターによる緊急輸送強化

②第2回(1月 21日) ・現地対策本部の設置 ・医療 ・食料 ・緊急輸送

@第3回 (1月22日) ・応急仮設住宅等

④第4回 (1月24日) ・住宅対策の強化 ・医療体制の充実

6悲喜5回 (1月26日) ・住宅対策等 ・医療対策 ・トイレ、ごみ処理対策

@潔6回 (1月29日) ・交通問題 ・教育問題

⑦第7回 (2月 2日) ・住宅対策 ・物価対策

③第8回 (2月 8日) ・住宅対策 ・雇用対策

@深9回 (2月17日) ・財政援助等に関する法律案

⑩第10回 (3月17日) ・当面の震災対策
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臼)兵庫県南部地震対策担当大臣(小里大臣) (平成7年 1 月 20 日~8 月 B 日)
. 1月20日 兵庫県南部地震対策担当大臣¢任命

・現地視察 1月 (3回， 4日)、 2月 (4回， 4日)、 3月 (3回， 3日)、 4月 20日

・1月23日 国土庁内に小里大臣特命室を設置

. 3月16日 阪神・淡路大震災被災者の方々と語る会

. 4月20日 税及び不動産lζ関わる震災関連法律及び住宅施策の合同説明会

・6月 9日 関西復興サミット

(5)中央防災会議

・本会議(1月 26日) ー防災基本計画の改訂について

・基本計画専門委員会第1回会合 (2月 9日) ー…今後の検討方向

・基本計画専門委員会第2回会合 (3月19日) “地元からの意見聴取

・本会議 (7月 18日) ー防災基本計画の改訂

(め復興対策緊急立法検討プロジェクトチーム

(DJ事1回会合(1月 27日) ー一今後の検討の進め方

②第2回会合(1月 30日) ー 地元からの要望聴取、意見交換

(7)災害即応体制検討プロジェクトチーム

(DJ有1回会合(1月 31日) ・災害緊急事態発生時の即応体制の整備について

@草書2回会合 (2月 3日) ・情報室絡体制の整備に関する当面の措置について

CM事3回会合 (2月 17日) ・情報収集体制の強化と情報連絡体制の当面の措置について

(8)阪神・淡路復興対策本部

q沸 1回会合 (2月25日)

@望書2回会合 (3月 7日)

G潔 3回会合 (4月28日)

@潟4回会合 (7月28日)

G潟5回会合(10月3日)

6沸 6国会合(平成8年

1月16日)
⑦第7回会合 (5月 9日)

@深8回会合(平成9年

1月16日)

⑨第9回会合(平成10年

1月16日)

⑩第10国会合(平成11年

1月14日)

-震災関係、の税制上の対応等

・復旧、復興に向けての考え方と当面講ずべき施策

.冊子神・淡路組錫;の復興に向けての取組方針

・平成7年度第2次補正予算における阪神・淡路大震災復興関連

事業経費について

・平成8年度予算における骸神・淡路復興関漣施策及ひ官震災被災

地の経済の復興の現状について

・平成8年度予算における復興事業の推進について

・平成8年度補正予算における阪神・淡路復興関連施策

・平成9年度予算における阪神・淡路復興関連施策

・阪神・淡路大震災言ι念プロジェクト関連の復興特定事業の選定

.平成9年度補正予算における阪神・淡路復興関連施策の及び

平成10年度予算における阪神・淡路復興関連施策について

・新規産業構造形成プロジェクト関連の復興特定事業の迫力前翠定

について

・阪神・淡路地域の復員駄況及ひ号室貝l関連施策について

ω)阪神・淡路復興委員会 (2月10日閣議決定、 2月15日公布)

(DJ窮1回会合 (2月16日) ・特定課題選定侮興計画、住宅問題、がれき対策)
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~事2回会合 (2月 24 日)

~再3回会合 (2月 28 日)
~吉4回会合 (3月 10 日)

⑤第5回会合 (3月23日)

⑥ヒアリング (4月17日)

包潟6回会合 (4月24日)

@溌7回会合 (5月22日)

⑨第8回会合 (6月12日)

⑩第9回会合 (6月19日)

⑪ヒアリング (7月10S) 

⑫第10回会合 (7月18日)

@務11回会合 (8月28日)

@第12回会合 (9月 5日)

⑮第13回会合 (10月10日)

⑮第14回会合 (10月30日)

(10)防災問題懇談会

江草再1回会合 (4月10日)

②第2回会合 (4月27日)

@瀦3回会合 (5月31日)

④第4回会合 (6月15日)

6沸 5回会合 (7月12日)

<Qf?喜6回会合 (9月 8日)

包混言提出 (9月11日)

5.災害ヰ知器詠羽車用(厚生省調べ)

-特鼠鵬i墾定催済復興・雇用、神戸港、街づくり方策)

・神戸現地意見交換 ・提言(復興計画、住宅、がれき)

-提言(まちづくり方策、神戸港の復興) ・特信果題選定

(健康と福祉)

・提言(経済復興・雇用、健康と福祉)

・提言に対する聯直状況

-意見(緊急を要する三融!iv也.復興住宅、がれき、神戸港)

・提言復興10笛年計画の基本的な考え方)

-提言(都市復興)

・提言(総合交通・情報通信体系)

・復興10箇年計画について

-意見(復興10箇年計画について)

.長期ピ、ジョン等について意見交換

・意見(長期ビジョン等について)

-提言(復興特定事業の選定と実施)

.委員会報告と委員長談話

-今後の進め方

・検討項目

・国の災害立、がむ体制のあり方

・災害情報の収集及び伝、遺体制の在りかた、消防・救急・警察・

医療・自衛隊等に係る緊急剖応体制及び広域連携の在りかた、

遊革路の生活確保に関する支援体制j及び広域漣携の在りかた

・外国からの支援申し出ほ付る対応のあり方、ボランティア、

物資援助等民間協力の活用と行政の支援、防災基盤・施設整備

等、防災問題懇談会提言案骨子案

-防災問題懇談会提言案

兵庫県の 10市 10町及び大~RIl守の 5市において災害救助法を適用し、必要な応急救助を実方包

丞墨J!i!，
神戸市、尼J椅市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、洲本市、

津名郡浄名町、津名郡淡路町、津名郡北淡町、津名郡一宮町、津名郡東浦町、津名郡五色

町、三原郡西淡町、三原郡三原町、三原郡榊T、三原郡南淡町 (10市10町)

玄墜座 豊中市、大阪市、池岡市、吹田市、箕面市 (5市)

6.災害弔慰金の支給制組難資金の貸付(厚生省調べ)

災害吊慰金については、平成11年3月31日現在5，881件支給済。

災害援護資金については、 58，124件貸付実施(平成7年10月末受付終了)。

-386 



7.激酪築制臨

本災害を激甚災害として指定し、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、中小企

業者に対する資金の融通、権災者公営住宅建設事業に対する補助の特例等の措置を適用(1月 24

日閣議決定、 1月25日公布・施行)。農地・農業用施設等を迫力日 (2月3日閣議決定、 2月8日

公布・施行)。

8.鹿i翁師俸制鵠輔教思拙噛用

本災害による被害を受けた借家人及び借地人の権利を保護するため、兵庫県の10市11町(神

戸市、西宮市他)及び大阪府の 12市(大阪市、豊中市他)において権災都市借地借家臨瑚膿法

の規定を適用 (2月6日公布・施行)。

9.糊 l財閥蹴去そ制御CW:封置
地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についでの負担の軽減i中ノj、

企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等¢特別の助成措置を行うため、 「阪神・淡路

大震災に対処するための特別の財政援幼及び助成に関する法律J (2月28日成立、 3月1日公布

・施行)を制定。

また、阪神・淡路大震災に係る立法措置として、この他以下の法律を制定。

く阪神・淡路大震災に係る法律>

・地方税法の一部を改正する法律 (2月20日公布)

・災害被害者に主付る租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律 (2月20日公

布)

・阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2月20日公布)

・阪神・淡路大震災復興の基本方針及ひ溜織に関する法律 (2月24日公布)

-被災市f抽出復興特別措置法 (2月26日公布)

-阪神・淡路大震災に対処するための平成6年度における公債の発行の特例等に関する法律 (3月

1日公布)

-平成6年度分の封肪交付税の総額の特例等に関する法律 (3月1日公布)

・阪神・淡路大震災に伴う許可等の有タ湖関の延長等に関する緊急持置法 (3月1日公布)

・阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別錯霞法

(3月1日公布)

.阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

(3月13日公布)

-阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律 (3月17

日公布)

・阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及て捨社の最低資本金の制限の特例に関する法律 (3月

24日公布)

-被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (3月24日公布)

・阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

(3月27日公布)

・地方税法の一部を改正する法律 (3月27日公布)

10.主郁雄対策以鶏樹お兄
(1)医療関係(厚生省調べ)

①仮設診療所の整備

4月末日をもって避難所救護センターを廃止し、既存の医療機関を中心とした地域医療体制

勾，‘06
 

q
d
 



へ移行したが、診療所が著しく減少した地区等においては、地域住民の医療を確保するため、

f仮設診療所jを開設。

②歯科保縫医療の確保

被災住民の歯科保健医療を確保するため、仮設診療所の整備、歯科検診・保健事業等で対応。

③ 医師・看護婦等の派遣

a. S本赤十字社支部が、救護班の派遣体制をとり、延べ981個班、 5，960名(医師

913名、 l看護婦2，637名、その他2，410名)を派遣。国立病院療養所から神戸市

内の避難政禄匁童センター等へ延べ3，914名(医師898名、看護婦1，703名、薬剤

師等1，313名)を派遣。また、 44都通府県、 12指定都市が約900名の医師・看護

婦等を現地に派遣。

b 岡山大学等周辺の68大学から 231医療チーム3，983人を現地に派遣。

(2)避難者生活対策

①兵庫県では、必要な応急仮設住宅 (48，300戸)が8月 10日に全戸完成し、避難所に

残る被災世帯がすべて入居できる状況となったこと等から、兵庫県及排中戸市の意向により、

災害救助法による避難所の設置は8月20日をもって終了された。

②約800か所の避難所等に無料公衆電話約2，500台を提供し、聴覚障害者用に約350

か所の避難芳博に無料公衆ファックス約400台を提供。仮設住宅等に電話機3万台を寄贈

(NTT)。
③仮設風呂は20人用2基、 5人用 15基、 2人用 34基、シャワー168基設置。

④常備薬を各避難所に配付。

(3) 住宅の確保

①応急仮設住宅i士、兵庫県及び大阪府において49，681戸建設され、平成11年 12月1

日現在、 29戸入居しているが、平成11年度中に解消する見込みである。

②公営・公団住宅等の空家を活用し、 12，977戸(平成11年10月1日現在)が入居し

fこ。

(4) 輸送関係

.復興物資輸送ルート等の確保

復興事業の本格化に伴い、仮設住宅建設、ガレキ処理等の復興事業のための資材等の輸送需

要指加が予想されるため、災害対策基本法による「緊急輸送ルートJを解除し、 2月25日か

ら新たに道路交通法により「復興物資輸送ルートJ (復興標章を掲出している車両以外の通行

を禁止)、 「生活・復興関連物資輸送ルートJ (般乗用車の通行を禁止)を設定した。

平成8年8月10日に「復興物資輸送ルートJ r生活・復興関連物資輸送凡{トJを解除。

(5) がれき処理対策

・損壊した家屋等は廃棄物として市町村が解体・処理

・災害廃棄物処理推進協議会の設置 (2月3日) 一国(関係4省庁)、県、市町、関係者

.総常事業の資材としてがれきの受け入れが実施されている。

11.瀞尚、らの珂妥受入れについて
とれまでに76の国・地場、国連、 WHO、欧州連合から支援申し対もがあり、地元自治体の意

向も石鶴志した上で、 44の国・地域の申し入れの受入れを決定した。
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